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仕　様　書

スポットチェックモニタ 一式



Ⅰ　概要

1. 調達物品名及び構成内訳

（調達物品）

1-1 スポットチェックモニタ 124 台

1-2 スポットチェック　本体設置費用 124 式

1-3 バッテリ 124 個

1-4 カフ Mサイズ 15cm 124 個

1-5 エアホース 1.5m 124 個

1-6 電子体温計 124 本

以上､搬入・設置を含む。

2.技術的要件の概要

本件調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以

下「技術的要件」という。）は以下に示すとおりである。

以下に示す技術的要件は当センターが必要とする最低限の要件を示している。

Ⅱ　調達物品に備えるべき技術的要件

（機能、性能に関する要件）

1　スポットチェックモニタは、以下の要件を満たすこと。

1-1 スポットチェックモニタの表示は、４．３インチカラーLCD以上であること。

1-2 スポットチェックモニタは、血圧、体温測定値とSpO2測定値と血糖測定値を表示可能

であること。

1-3 血圧測定毎に昇圧値を自動的に決定し、適切な加圧で血圧測定が可能であること。

1-4 血圧測定は自動測定に加え、聴診測定が可能であること。

1-5 カフは小児～成人までサイズが選択でき、適応腕周12～50cmを確保すること。

1-6 感染症に考慮し、ディスポタイプのカフが使用可能であること。

1-7 バッテリーを内蔵であること。

1-8 バッテリー残量がディスプレイに常時表示されていること。

1-9 清拭可能な凹凸の少ない形状であり、アルコールでの清拭が可能であること。

1-10 無線、有線LAN通信機能を有していること。

1-11 無線LANの規格はIEEE802.11 a/b/g/n に対応していること。

1-12 無線LANの暗号化方式はWEP、WPA、WPA2、TKIP、AESに対応していること。

1-13 RFIDを搭載し、別売の体温計、パルスオキシメータでの測定結果を取り込む機能を有

すること。

1-14 スポットチェックモニタに取り込まれた体温、SpO2を電子カルテシステムに送信する

機能を有すること。

1-15 スポットチェックサーバとの接続状態（オンライン・オフライン）を表示可能であるこ

と。

1-16 本システムサーバー障害時でも機器本体に測定データを保持し、復旧時に自動通信連携

が可能であること。



2　電子体温計は、以下の要件を満たすこと。

2-1 体温計は予測測定約20秒で測定でき、実測測定共に可能であること。

2-2 体温計はICチップメモリを搭載しスポットチェックモニタのRFIDセンサ部にかざすこ

とでデータを渡すことが可能であること。

2-3 体温計はアルコール清拭で消毒でき、防水構造であること。

2-4 体温計の予測検温測定可能回数は10,000回以上であること。

Ⅲ　その他

（機能、性能以外に関する要件）

1.　設置条件等は、以下の要件を満たすこと。

1-1 本装置は、当センターの指定する場所に設置すること。

1-2 当センターが用意した一次側設備(空調設備、電気設備、給排水設備、ネットワーク設

備)以外に必要な設備工事等の経費は全て本調達に含むものとする。

1-3 本仕様書に関する設計、製作、輸送、試験検査等は、関係する法令、規格、基準、設置

場所における諸規定に基づいて行うこと。

1-4 設計・製作は本仕様書に従って行うものとし、仕様書に記載されていない事項又は仕様

書について、疑問が生じた場合は、その都度担当者と協議すること。

1-5 搬入に際しては、壁、床、エレベータ等を傷つけぬように、合板等で養生した後に搬入

すること。傷つけた場合は直ちに担当者及び設置場所管理者に報告し、その指示に従う

こと。

1-6 設置場所での作業は担当者及び設置場所管理者に連絡を取り、その指示に従うこと。

2.　保守体制等は、以下の要件を満たすこと。

2-1 検収引き渡し後１年以内に物品に瑕疵が生じ、その責任が製造業者に有ると認められた

場合は無償で修理または取り替えること。

2-2 アフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていること。

2-3 緊急故障時には、早急に復旧できる体制を有すること。

3.　検収条件

3-1 納入場所において担当者立合いのもと、仕様書に基づき試験・検査の合否の確認を行

う。

4.　職員研修、技術支援

4-1 医師及び技師が操作方法を熟知し、確実に使用が出来るまで受注者が責任を持って研

修・技術支援を行うこと。

4-2 本装置の日本語による操作マニュアルを１部以上、及びその電子データを提供するこ

と。

5.　納入期限

令和8年3月31日



6.　設置場所

大阪市中央区大手前3-1-69

地方独立行政法人大阪府立病院機構

大阪国際がんセンターが指定する場所

7.　その他

7-1 不明点等があれば担当者の指示を仰ぎ、その旨文書にて記録を作成し報告・承認を得る

こと。

7-2 機器構成を含む詳細については、担当者の指示に従うこと。

7-3 製品の瑕疵について明らかになった場合、使い勝手等を含む性能が保証できるよう速や

かに対処すること。

7-4 証期間内外を問わず、故障・不良等が発生した場合には速やかな対処が可能であるこ

と。また原因、対処方法を速やかに担当者に報告すること。

7-5 この契約において作成され、また担当者から提出された資料等は、契約目的以外に使用

しないこと。ただし、予め担当者の承認を得た場合にはこの限りでない。

7-6 当院指定の様式にて、機器の仕様データ（商品名、製造番号など）を提出すること。

7-7 電子カルテなどの病院情報システムに接続予定のある機器については、当院指定のネッ

トワークセキュリティチェックリストを提出すること。


